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〔・ー 殿各

医療法等の一部を改正する法律の一部の施1丁等

(外来医師過多区域に係る無床診療所の開設(医療法)関係)について

医療法等の一部を改正する法律(令和7甲去律第釘号。以下「改正法」という。)が令和7

年12月12日に公布され、改正法のうち医療法(昭和23甲去律第205号。以下Ⅳ却という。)

の一部改正(外来医師過多区域に係る無床診知斤の開設剛系)については、令和8年4月1

日付けで施行することとされている。

これに伴い、今般、医療法等の一部を改正する法律の・部の施行に伴う厚生労働省'凱系省'

令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省'令第28号。以下「改正省令」という。)が本日

公布され、令手口8年4月1日付けで施行することとされている。

この改正の趣旨及び運用の詳細等は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内の関

係機関等に対し、その周知を図るとともに、その運用に遺憾なきを期されたい。

令和8年3月19日

医政発0319第20号

厚生労働省'医政局長

(公印省略)



第一改正の趣旨

高齢化に伴う医療二ーズの変化や人口減少を見据え、地,戈において良質かつ適切な医療を

効率的に捌共する体制を構築するための措置のーつとして、医師偏在是正に向けた総合的な

対策を講じることが重要である。その中で、針仙戈で不足している医療機能の確保によってよ

り適切な医療提供体制を構築する観点から、現行の「外来医療に係る医療提ι北体制の確保に

関するガイドライン」による外来医師多数区域における新規開設希望者への地域で必要な医

療機能の要ヨ青等の仕組みについて、実効陛を確保することが必要であるため、ナ也域で必要な

医療機能を確保するための診療所への勧告等の措置を講ずることとする。

第二改正の主な内容

1↓也域タト来医療の公表

都道府県が二次医療圏(法第30条の4第2項第14号に規定する区域をいう。以下同じ。)

その他の当ヨ亥都道府県の知事が適当と認める区域ごとに設ける外来医療の協議の場(以下

単に「外来医療の協議の場」という。)において、凱系者との協議を行い、その結果を取り

まとめ、公表する事項に、地た戈において特に必要とされる外来医療(以下「地域外来医療」

という。)に関する事項をミ助nする。(改正法第1条による改正後の医療法(以下陳吊却

という。)第30条の18の5第1項剛系)

※都道府県は、その公表する封仙戈外来医療について周知を行うこと。なお、咽仙戈外来医療には、当該

外来医"而邑多区域において不足する医療機能や、医師不足凱丘域での医療の提供が考えられる。

※外来医療の協議の場の効果的・効率的な運用の観点から、必要に応じて外来医療に関する協議の場

の下にワーキング等を設置することが考えられる。

記

2 外来医師過多区域の指定及ず公示

都道府県知事は、二次医療圏であって、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対

する比率に相当するものとして厚生労働省'令で定めるところにより算定した率その他厚生

労働省'令で定めるキ旨標が、厚生労働省'令で定める基準を超える区域がある場合において、

当該区域のうち、特にガ拶或外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当

該区域を指定し、公示するものとする。(新法第30条の18の6第1項及び第2項関係)

また、厚生労働省'令で定めるチ跳票及び厚生労働省'令で定める基準については以下のとお

りとする。(改正省令第1条の規定による改正後の医療法施行規U、1」(昭和23年厚生省令第50

号。以下「新規則」という。)第30条の33の20の2第1項から第3項まで関ι系)

①その二次医療圏に住所を有する者に係る「甥1」及び年齢嚇弼11の外来医療の受療率そ

の他の要素を勘案した上で、当該二次医療圏の診療所において診療に従事する医師の

数を当該二次医療圏に住所を有する者の数で除したものが、「全国平均値十標準偏差

の1.5 倍」以上であること

②その二次医療圏に係る可住地面積当たり診療所数が全国の二次医療圈のうち上位

10%以上であること

※外来医師過多区域は、上記基準によってイ侯補となる二次医療圏のうち、外来医師が特に多い地



域を指定するものであり、候補となる二次医療圏の中に、人口当たり医ni徴や可住地面積あたり

診療所数等が特に高い市区町村共地区がある場合には、当該市区畊寸や当該地区を指定すること

も考えられる。

※外来医師過多区域の指定に際して、必ずしも医療審議会等の協議会に諮ることを求めるもので

はないが、都道府県において、必要に応じて、診療に関する学系哉経験者の団体(都道府県医師会

や関係郡市区医師会等)その他の医療凱系者、医療保険者その他の関係者との協議を踏まえて指

定されたい。

加えて、厚生労イ動省'令で定めるととろによる公示については、インターネットの利用そ

の他の適切な方法により行うものとする。(新規則第30条の33の20の2第4項鬪剰

※都道府県は、その公示する外来医師過多区域について周知を行うこと。

3 開設事前届出及び要i青等

(1)開設事前届出

2の指定を受けた区域(以下「外来医師過多区域」という。)において、無床診療所(医

業を行う場所であって、患、者を入院させるための施設を有しない診療所をいう。以下同

じ。)を開設しようとする者は、やむを得ない場合として厚生労働省'令で定める場合を除

き、当該無床診療所を開設する日の6月前までに、厚生労働省'令で定めるところにより、

当該外来医師過多区域における地域外来医療の捌共に関する意向その他の厚生捌動省'令

で定める郭頁を都道府県知事に届け出なければならないものとし、届出をせず、又は虚

偽の届出をした者は、30万円以下の過料に処するものとする。(新法第30条の18の6第3

項及び第92条凱系)

また、「やむを得ない場合として厚生労働省'令で定める場合」、「厚生労働省'令で定める

ところ」及び「厚生労働省'令で定める尊頁」については、それぞれ以下のとおりとする。

(新規Rlj第30条の33の20の2第5項から第7項まで関係)

①やむを得ない場合

無床診療所を開設しようとする者が、当該無床診療所を開設する日の6月前までに行

う新法第30条の18の6第3項の届出(以下「開設事前届出」という。)に関する「やむを

得ない場合」は、以下のとおりとする。

①外来医師過多区域における無床診療所の廃止が予期されなかったものである場合で

あって、その開設者以外の者が当該無床診療所の所在地で直ちに無床一診療戸斤を開設し

ようとすることについてやむを得ない事情があると当該無床診療所の開設地の都道府

県知事が認める場合

②都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多区域において無床診癖斤を

開設しようとする場合であって、当該無床診卿斤を開設する日の6月前までに開設事

前届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該無床診療所

の開設地の都道府県知事が認める場合

③①・②のほか、外来医師過多区域において無床診療所を開設する日の6月前までに

開設事前届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該無床

診療所の開設地の都道府県知事が認める場合

※「やむを得ない場合」の刻象となる場合について、例えば、①は、親が開設していた無末診廊斤



にっいて、当i^の死亡によりその子が急遮承継する場合等、予期せず前任の開設者が司註となっ

て事業承継が必要となった場合、②は、都道府県等から、負拶或で不足する医療の捌北の求めがあり、

その求めに応じて無末診加折を開設する場合など、外来医g市過多区域における無末診療F斤の開設事

前届出義務に関する例外を設けることとする。

②届出事項等

開設事前届出は、あらかじめ、次に掲げる蔀頁を記載した届出書を提出することによ

つて行うものとする。

※開設希望者は、都道府県への事育如談を行った上で、開設事前届出を行うこととする。

①届出者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

②無床診療所を開設しようとする者が届出者以外の者であるときは、その開設しよう

とする者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

③開設予定の無床診加斤の名称

④開設予定の場所

※具体的なイ誓折が定まっていない場合は、市区町村名等、都道府県が"如或外来医療の提供の求め

に係る判断に当たって必要な、可能な限り詳細な"城を言己載すること。複数のイ財甫がある場合は、

そのい,ヲしも言e載ずること。

⑤診療を行おうとする科目

⑥医師、歯矛斗医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員

⑦開設の予定年月日

※日にちが未定の場合は予定年月を言己載ずること。

⑧開設予定の場所に係る外来医師過多区域におけるナ也域外来医療の提t北に関する意向

の有無

⑨負拶或外来医療を提供する意向があるときは、提供する予定の地域外来医療の内容倍

該提ι北の頻度及び時期に関する事項を含む。)

⑩地§戈外来医療の提供に関する意向がないときは、その理由

(2)外来医療の協議の場における協議への参加等の求め

都道府県知事は、外来医師過多区域において、開設事前届出をした者その他厚生労働

省令で定める者(以下嘱出者等」という。)が当該外来医師過多区域における地力戈外来

医療の提f北をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、外来医療の協議の

場における協議に参加し、当該提供をしない理由その他の厚生労働省'令で定める事項(以

下「理由等」という。)について説明をするよう求めることができるものとする。(新法

第30条の18の6第4項関係)

また、「その他厚生労働省'令で定める者」及び「その他の事項」については以下のとお

りとする。(新ま販11第30条の33の20の2第8項及び第9項B薪、)

①その他厚生労働省'令で定める者

新法第30条の18の6第4項に規定する厚生労働省'令で定める者は、外来医師過多区

域において無床診療所を開設しようとする者又は無床診療所を開設した者であって、

以下のとおりとする。

①開設事前届出を行わなければならなかった者であって、当該届出を行わなかった者

②(1)@×1)の場合に該当する者



③(1)①(2)又は③の場合に該当する者であって、当該無床診療所の開設地の都道府

県知事が開設事前届出が必要であると認めた者

※②の者は、事業承継が終わった後に届出を求めること。①(イ3)の者が劃リ或外来医療の提供をしな

い意向を示しているときは、外来医療に関する協議の場への参加を求めること。

②その他の事項

新法第30条の18の6第4項に規定する厚生労働省'令で定める事項は、無床診療所に

ついて、その開設地に係る外来医師過多区域におけるナ也域外来医療の提供をしない理

由、当該外来医師過多区域において開設が必要である理由及て村矧北する医療の具体的

な内容とする。

※外来医療に関する協議の場において、届出者等に対して、賀拶或外来医療を提供しない理由等の説

明を求めることや、卦川或外来医療を提供するよう働きかけることの重要性に鑑み、届出者等に対し

て参加を求める外来医療に関する協議の場は、原則として対面又はオンラインで開催することとし、

都道府県における手紡倦上やむを得ない場合は持ち回り開イ崔や書面による開催等の対応も可能と

する。

※外来医療に関する協議の場の開催頻度については、開設事前届出の提出後、届出内容の確認、、地

域外来医療の提供の要請練則として2週間程度の期限)、厚生局への通知の期間が必要であり、

こうした状況に鑑みると、少なくとも3か月に1國才外来医療に関する協議の場を開催することが

必要であると想定される。外来医療に関する協議の場の効果的・効率的な運用の観点から、必要に

応じて外来医療に関する協議の場の下にワーキング等を設置することが考えられる。

(3)外来医療の協議の場における協議への参加等

届出者等は、(2)により都道府県知事から求めがあったときは、当該協議の場におけ

る協議に参加し、理由等について説明をするよう努めなければならないものとする。(新

法第30条の18の6第5項関f系)

(4)要請

都道府県知事は、(3)の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められ

ないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該外来医師過多区域における地如戈外来

医療の提t北をすべきことを要請することができるものとする。(新法第30条の18の6第

6項凱系)

(5)都道府県医療審議会への出席等の求め

都道府県知事は、(4)の要請を受けた届出者等により開設された無床診療所の開設者

又は管理者が、当該要請に係る地力戈外来医療の捌共をしていないと認めるときは、当該

開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよ

う求めることができるものとする。(新法第30条の18の6第7項関係)

(6)都道府県医療審議会への出席等

当該無床診療所の開設者又は管理者は、(5)により都道府県知事から求めがあったと

きは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければなら

ないものとする。(新法第30条の18の6第8項関係)

(フ)勧告

都道府県知事は、(6)の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められ

ないときは、当該無床診療戸斤の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を



聴いて、外来医師過多区域における地☆戈外来医療の提供をすべきことを勧告することが

できるものとする。(新法第30条の18の6第9項関係)

(8)公表

都道府県知事は、(フ)の勧告をした場合において、当該勧告を受けた無床診療所の開

設者又は管理者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとす

る。(新法第30条の18の6第10項関係)

(9)厚生労働大臣への通知

都道府県知事は、(4)の要請を受けた届出者等がこれに応じなかったとき、(フ)の

勧告をしたとき又は当該勧告を受けた無床診療F斤の開設者若しくは管理者がこれに従わ

なかったときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。(新法第30条の18の6第

Ⅱ項凱系)

また、当該通知に当たっては、別寄識式例を参照されたい。

開識午可申請及び開設届出の事項i助n

医療法施行規戸、U第1条の14第1項の開識午可申請について、開設者が外来医師過多区域

において、無床診廊斤を開設しようとするもの(3 (1)①(2)又は③の場合に該当する者

であって、開設事前届出を行わないととについてやむを得ない事情があると当該無床診療

所の開設地の都道府県知事が認めた者を除く。)であるときは、開設事前届出、外来医療に

関する協議の場における協議及び3 (4)の要請(以下単に「協議及び要請」という。)に

係る事項を記載した申請書を提出することとする。開設届出についても同様とする。(新規

則第1条のH第1項第17号及び第4条第2号剛系)

外来医師過多区域における無床診療所の開設に関する手続き

外来医師過多区域における無床診廊斤の開設に関する規定は上記のとおりであるが、そ

の具体的な手続きについては、以下の流れによって行うこととする。

①開設希望者は、やむを得ない場合を除き、都道府県に、開設6月前までに開設事前

届出を行う。

②都道府県は、当該届出に係る事項を確認した上で、豊拶或外来医療の提供をしない意

向を示しているときは、届出者等に対して、外来医療に関する協議の場における協議

への参加等を求めることができる。

③届出者等は、当該協議の場における協議に参加し、理由等について説明するよう努

める。

④都道府県は、③の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められない

ときは、届出者等に対し、原則2週間の期間を定めて、ガ仙戈外来医療の提供をすべき

ことを要請することができる。

※なお、当該協議の場における協議において、届出者等がガ如或外来医療を提供ずる意向を示した

場合、又1よ1雷出者等における当該理由等がやむを得ないものと認められた場合には、都道府県は、

その確認をした旨の書面を、届出者等に対して交イ寸することが望ましい。

⑤届出者等は、その期間内に要請に対する返答をする。

⑥都道府県は、当該返答が要請に応じない旨であった場合には、開設2月前までに、



地方厚生伎)局の都道府県事務所に対して、その旨を通知する偶11寄叢工弌例を参照

のこと)。

※なお、届出者等からの返答が、要請に応じる旨である力要請に応じない旨であるかにかかわら

ず、都道府県は、その確認をした旨の書面を、届出者等に対して交イ寸することが望ましい。

⑦開設者は、保健所等に、開設事前届出、協議及び要請に係る事項を言己載して開設許

可申請又は開設届出を行う。

⑧保健所等は、当該記載を確認、した上で、許可書又は届書を交付する。

※なお、保健所等は、必要に応じて、開設事前届出の写し等の淵寸を求めることや、都道府尉旦

当者に連絡するなどの方法により、当該項目の真正性を確認することとすることが望ましい。

※以降の溺mとして、開設者は、許可書又ほ1嵒書を測寸して、地方厚生伎)局の都道府県事務

所に侠瑜医療機関の指定申請を行うこととなる。

外来医師過多区域における無床診卿斤の開設以降における勧告等の手続き

外来医師過多区域における無床診卿斤の勧告等の規定は上記のとおりであるが、その開

設後における勧告等の具体的な手続きについては、以下の游mによって行うこととする。

(1)開設3年目までの游dl

①都道府県は、 5④の要請に応じなかった無床診療所の開設者又は管理者に対して、

年1回程度(開設1年目及び2年目)、外来医療の協議の場への参加又は都道府県医療

審議会への出席を求め、地或外来医療の矧北状況を確認する。

その際、ナ也域外来医療を提f北していることが確認された場合又は理由等がやむを得

ないものと認められた場合には、遅くとも開設日から保険医療機関の指定年数(3年)

を経過する日の2月前に、ナ也方厚生伎)局の都道府県事務所に対して、その旨を通

知する偶1」窃耕蒙工弌例を参照のこと)。

※なお、当;亥都道府県医療審議会又は外来医療の協議の場において、開設者又は管理者が、貴城

外来医療を提供していることが確認された場合又は理由等がやむを得ないものと認められた場

合には、都道府県は、その確認をした旨の書面を、開設者又は管理者に対して交イ寸することが望

ましい。

②都道府県は、 5④の要請に応じなかった届出者等により開設された無床診療所の開

設者又は管理者が、開設3年目において、当該要請に係る賀包域外来医療の提供をして

いないと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、

理由等について説明をするよう求めることができる。

③当該無床診療所の開設者又は管理者は、②により都道府県から求めがあったときは、

都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなけれぱならない。

④都道府県は、③の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められない

ときは、当該無床診卿斤の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴

いて、外来医師過多区域における負仙戈外来医療の提供をすべきことを勧告することが

できる。勧告に当たっては、 1~2週間の期間を設けることが望ましい。

⑤都道府県は、当該勧告をした場合には、開設日から保険医療機関の指定年数(3年)

を経過する日の2月前まで速やかに、地方厚生伎)局の都道府県事務所に対して、

その旨を通知する御」窃耕羨工弌例を参照のこと)。



⑥開設者又は管理者は、地力戈外来医療を提供している場合には、その期間内にその旨

の返答をする。

⑦都道府県は、当該返答を受け、その実績を礁忍した場合には、開設日から保険医療

機関の指定年数(3年)を経過する日の2月前までに、地方厚生伎)局の都道府県

事務所に対して、その旨を通知する御」添様式例を参照のこど。

※なお、都道府県は、開設者又は管理者に対して、その考責を確認した旨の書面を交イ寸すること

が望ましい。

⑧都道府県は、④の勧告をした場合において、当該勧告を受けた開設者又は管理者が

これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(2)開設4年目以降の流れ

①都道府県は、(1)④の勧告に従わなかった開設者又は管理者に対して、保険医療機

関の次回指定までの期間に、年1回ネ呈度、外来医療の協議の場への参加又は都道府県

医療審議会への出席を求め、地"戈タト来医療の提供状況を確認、する。

その際、ナ也域外来医療を提供していることが確認された場合又は理由等がやむを得

ないものと認められた場合には、遅くとも保険医療機関の指定年数(3年又は2年)

を経過する日の2月前に、ナ也方厚生伎)局の都道府県事務所に対して、その旨を通

知する偶lj寄ミ険弌例を参照のこど。

※なお、当;妙卜来医療の協議の場又は都道府県医療審議会において、開設者又は管理者が、地域

外来医療を提供していることが確認された場合又は理由等がやむを得ないものと認められた場

合には、都道府県は、その確認をした旨の書面を、開設者又は管理者に対して交イ寸することが望

ましい。

②都道府県は、①において、開設者又は管理者が地域外来医療を提f北していないこと

が確認され、また、やむを得ない理由等が認められていない場合には、保険医療機関

の指定最終年度に、開設者又は管理者に対して、勧告に従っていない旨を通知する。

通知に当たっては、 1~2週間の期間を設けることが望ましい。

③都道府県は、当該通知をした場合には、保険医療機関の指定年数(3年又は2年)

を経過する日の2月前まで速やかに、地方厚生伎)局の都道府県事務所に対して、

その旨を通知する御」窃財羨工弌例を参照のこど。

④開設者又は管理者は、ナ也域外来医療を提t北している場合には、その期間内にその旨

の返答をする。

⑤都道府県は、当該返答を受け、その実績を確認、した場合には、開設2月前までに、

地方厚生伎)局の都道府県事務所に対して、その旨を通知する御」淵莱式例を参照

のこと)。

※なお、都道府県は、開設者又は管理者に対して、その実績を確認、した旨の書面を交付司、ること

が望ましい。

⑥都道府県は、⑤の通知をした場合において、勧告に従っていない開設者又は管理者

が地域外来医療を提供していることが確認できなかったときは、その旨の公表を継続

することができる。

7 検討規定



政府は、施行後3年を目途として、外来医師過多区域において、新たに開設された無床診

療所の数が廃止された無床診卿斤の数を超える区域がある場合には、当該区域における新た

な無床診療戸斤の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる

ものとする。(改正法附則第2条第1項関係、令和8年4月1日施行)

以上



(様式例)

(文書番号)第

通知書

外来医師過多区域での無床診療所に係る開設事前届出の対象者における、地域外来医療

の提供に係る要請・勧告に関する状況は次のとおりであることから、その旨通知します。

号

基本情報

届出者等(※)の住P

届出者等の氏名

届出者等の連絡先

診療所の住所

診療所の名称

診療所の連絡先

診療所の開設年月日

(※)医療法第30条の 18の6第4項に規定する届出者等又は開設者若しくは管理者をいう。

2.報告区分

年

1」'小

月 日

初回

指定時

(開業前)

1

再指定時

(初回指定

期間中)

期限までの要請に応じない

2

報告区分

要請に応じ、地域外来医療を提供している

要請された地域外来医療を提供しないことに

ついて、やむを得ない理由等がある

要請に応じていないため、勧告した

(その後、本指定期間中に勧告に従った場合は

年月日までに再度通知する)

勧告に従い、地域外来医療を提供している

勧告された地域外来医療を提供しないことに

ついて、やむを得ない理由等がある

勧告に従っていない

(その後、本指定期間中に勧告に従った場合は

年月日までに再度通知する)

3

再々指定

以降時

(再指定以

降期間中)

4

5

(参考)

保険医療

機関の

指定期間

6

該当する

区分に0

を記入

7

3年

2年

( 6年)

( 6年)

6年

6年

年
年
年

6
 
6
 
3


